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誠

苑

入
時
間
勢
働
制
の
沿
革
〔
二
・
完
)

第
十
三
巻

(第
三
號

八
二
)

三
七
六

嘉元

苑

'

八

時

「間

勢

働

制

の

沿

革

三
、完
)

山

本

美

越

乃

,

此
の
如
く
し
て
八
時
間
勢
働
制
に
閲
す

る
運
動
は
、
塒
に
清
長
な
き
に
非
ざ
り
し
も
街
ほ
不
断
の
前
進
を
綾
け

從
來
極
め
て
不
規
則
な
り
し
勢
働
時
間
を
最
初
は
十
時
間
に
限
定
し
、
後
に
は
九
時
間
更

に
進
ん
で
八
時
間
ε
な

さ
し
む
る
機
運
を
助
成
し
た
、
八
時
間
勢
働
制

の
叫
ば
る
Σ
以
前
に
激
洲
諸
国
に
於
て
國
法
上
認
め
ら
れ
た
る
勢

跡
聴
聞
は
所
謂
+
隙
間
鶴

制
な
り
し
が
、
今
馨

の
爲
め
此
の
制
度
の
各
国
に
採
用
せ
ら
れ
た
・
年
代
を
示
ぜ

　

り

ぱ
次
の
如
く
で
あ
る
、
十
時
間
勢
働
制
に
付
き
て
も
亦
英
域
は
他
国
に
率
先
し
て

一
八
四
八
年
五
月

一
日
に
十
時

　

　

　

　

　

り

間
勢
働
法
を
實
施
せ
し
が
、
佛
國
は

一
九
〇
四
年
三
月
三
+

百

に
、
セ
ル
ビ
ア
竺

九

二

年
七
月

一
口
に
、

露

座

九
三

茜

月

百

『
.
露

は
充

三

年
五
月
育

・
、
欝

竺

九

三

年

一
月

百

・
英
国

の
例
振

ひ
・
蕎

寧

は
冗

一
五
年

一
肚
二
+
一
百

㌦

・
二

部

竺

九
一
七
年
二
月
昔

・
、
欝

　

　

.

は

一
九

一
七
年
土

月
+
五
見

同
じ
一
+
聴
聞
勢
働
制
を
實
施
し
、
諾
威
豊

丸

二
八年

百

百

に
九
時
間

勢
働
即
ち

一
週
五
十
四
時
.問
勢
働
制
を
採
用
す
る
に
至

っ
た
。

.



尤
も
立
法
機
關
の
力

に
依
る
勢
働
時
間

の
短
縮
に
先
だ
ち
、
勢
働
組
合
及
び
業
主
中

に
て
も
進
歩
し
た
る
思
想

　

り

　

　

を
宿

せ
る
者

の
間

に
あ
り
て
は
、
夙

に
熱
時

の
短
縮
を

實
行
せ

る
者
も
決

し
て
少
く
な

か

っ
た
、
殊

に
英

国
の
鐡

の

　

の

　

コ

業
的

企
業

に
於

て
は
此

の
傾
向

が
著

し

か

っ
た

、
例

へ
ば

サ
ウ

ス
、

ヨ
ル

ク
シ
ャ

ー
に
て
は
騙

し
一
八
五

八
年

に

八

時
間

交
代
制
を
實
行

せ
し
が
、
其

の
結
果

は
却

て
生

産
力
を
増

加
せ
し

め
た
る
を
以

て
、

一
八
七

二
年

に
は

ダ

ラ

ム
・

-
ル
サ

ム
バ
ー

ラ
ソ
ド
及
び

ク
リ

ー
ブ

ラ

ン
ド

等

の
鑛
業
地

に
於

て
は
七
時
間

労
働
制

を
さ

へ
試

む

る
に

　

　

至

つ

、
猫
逸
に
於
て
は

一
入
九
〇
年

に
国
有
炭
坑
に
八
時
間
勢
働
制
を
試
行
せ
し
が
、
最
初
は
満
足
な
な
結
果

を
得

る
こ
ご
能
は
ざ
り
し
も
、
其
の
後
連
炭
設
備
殊

に
雀
揚
方
法
の
改
頁
に
依
b
て
生
産
力
を
増
加
す
る
こ
ぜ
を

　

コ

　

得
、
又
墺

太
利
に
て
は

↓
八
九

}
年
に

一
族
礪
會
肚
は
九
時
間
交
代
制
を
採
用
し
て
好
結
果
を
得
た
る
経
験
が
あ

る
が
、
併
し

一
九
〇

一
年
に
法
律

に
依
り
て
炭
坑
勢
働
を

一
日
九
時
間
に
改
め
し
む
る
し
至
る
迄
に
は
、
同
盟
罷

業
の
最
後
の
手
段

に
訴

へ
ざ
る
を
得
な
か
つ
π
程

一
方
に
は
反
鋤
論
も
有
力
で
あ

っ
だ

、」
此

の
如
く
し
て
墺
太
利

　

　

　

　

コ

　

　

　

に
於
て
九
時
間
交
代
制
を
採
用
す
る
に
至
れ
る
よ
り
以
來
白
耳
義
及
び
西
班
牙
も
亦
此
の
例
に
倣
ひ
、
和
蘭
は
更

に
孚
時
間
を
短
縮

湿
て
八
時
間
宇
交
代
制
を
探
吊
す
る
こ
ε
㌧
な
つ
陀
、
欧
洲
に
於
て
鑛
山
勢
働
に
初
め
て
八
時

　

　

の

　

間
交
代
制
を
採
用

せ
る
は
佛
國
で
あ
っ
て
、
即
ち

「
九
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
に
之
を
實
施
し
た
、
次
で
英
国
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.諾
威

・
芬
蘭

・
葡
萄

牙
等
も
亦
此

の
例

に
倣

ふ
こ
ご

㌧
な

っ
た

の
で
あ

る
が
、
凋
逸

に
於
て
は
鑛
山
勢
働

に
閲
す

る
法
規

は
各
聯

邦

に
委

ね
ら

る

＼
断

よ
り
、
他
國

の
如

く
に
迅
速

に
統

↓
的

の
制

度
を
見

る
に
至
ら

な

か
っ
た
、

　

　
　

モ

米
國
に
て
欲
中
央
政
府
の
未

だ
確
定
的

の
方
針
を
定
む
る
に
至
ら
ざ
る
前

に
既
に
勢
働
團
膿

に
於
て
其

の
方
針
を
.

定
め
、
即
ち
團
禮

の
意
見
ε
し
て
八
時
間
交
代
制
を
主
張
し
、

一
九

三

八
年
五
月
五
日
以
後
全
米
國

の
炭
坑
勢
勧

説

苑

入
時
間
勢
働
制
の
滑
革
(二
・完
)

,

第
十
三
巻

(第
三
號

八
三
)

三
七
七

.

.



説

苑

入
時
間
勢
働
制
の
沿
革
(二
・完
)

・

第
十
三
巻

(第
三
號

八
四
)

三
七
八

に
之
を
實
行

せ
も
む

る
こ
ε
」
し
セ

、
此

く
し
て
現
今

世
界

の
炭

坑

の
四

分
の
三

は
入
時
間

交
代
制

を
採
用

し
て

居

る
の
で
あ
る
。

.

一
国

の
工
業
的
獲

展

の
運
命
を
左
右
す

る
炭

坑

の
勢

働

に
關

し
て
は
以

上

の
如

く

で
め
る
が
、
之

ご
柏
餅

ん
で

　

　

　

　

　

`
他
の
重
大
な
る
要
件
を
成

せ
る
鐵
及
び
鋼
鐡
業
に
付
き
て
は
如
何
ご
云
ふ
に
、
製
鐵
及
び
製
鋼
業
に
於
て
は
從
來

ほ

の

　

　

十
二
時
間
交
代
制

の
特
例
が

一
般
に
認
め
ら
れ
、
而
し
て
此
の
事
は
硝
子
工
業
に
於
て
も
黒
ぼ
同
様
で
あ

っ
た
、

　

　

る

り

佛
國
の
如
き
は
是
等
の
工
業
に
於
て
は
定
時
外
の
勢
働
時
間
を
合
す
時
は
十
四
時
間
、
濁
逸
の
如
き
は
十
六
時
間

の
勢
働

を
さ
へ
爲

さ
し
め
て
居

っ
た
、
尤
も
此

の
種
の
工
業
に
斯
く
長
時
間
の
勢
働
制
の
行
は
れ
た
る
こ
ε
に
付

き
て
は
、
多
少
他

の
工
業
に
於
け
る
ξ
異
な
れ
る
事
情

が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
即
ち
製
鐵
及
び
製
鋼
業
に
於
て

は

一
般
に
工
場
の
管
理
が
厳
密
周
到
な
る
し
、
其
の
勢
働
者
の
多

く
は
東
部
及
び
南
部
厭
洲
よ
b
來
れ
る
何
等
團

艦
的

の
,組
織
を
脅
せ
ざ
る
不
熟
錬
勢
働
者
た
る
が
矯
め
に
、
此
の
如
き
例
外
的
の
制
度
か
行

は
れ
た
る
も
の
で
あ

　

ゆ

　

り

　

　

　

る
.
然
る
に
英
国
・
米
国
及
び
白
耳
義
等
に
於
て
は
、
此
等
の
工
業
に
も
亦
八
時
間
交
代
制
を
採
用

し
π
、
殊
に

　

　

　

白
耳
義
に
て
は
亜
鉛
製
錬
所
に
於
て

一
八
九
二
年

よ
り

一
九
〇
四
年

に
至
る
迄
の
實
験
の
結
果
ε
し
て
、
此
の
制

度
の
有
効
な
る
こ
ε
が
立
議
せ
ら
れ
、
從
來
長
時
間
の
勢
働
を
課
し
た
る
時
に
は
、
或
は
飲
酒
に
依
り
て
其
の
疲

勢
を
書
せ
ん
ε
し
、
或
は
其
の
業
務
に
射
す
る
熱
心
を
鉄
く
等
の
鉄
黙
あ
り
し
も
、
熱
時
短
縮
の
結
果
は
著
く
斯

　

り

か
る
弊
害
を
除
き
去

る
こ
ε
を
智
、却
て
生
産
力
の
増
加
及

び
勢
働
者
の
自
重
、心
を
働
ま
す

に
至

っ
た
、
英
国
の
製

鐵
及
び
製
綱
業
に
八
時
間
勢
働
制
を
實
行
せ
し
め
た
の
は
、
鐵
工
勢
働
組
合
の
組
織
者
に
し
て
後
に
夢
働
大
臣
の

、
地
位
を
占
む
る
に
至
れ
る
」
。ぎ

=
&
げq
Φ
氏
の
力

に
負

ふ
所
が
大
で
あ
る
、
而
し
て
共
の
結
果
に
付
き
て
は

≦
㊤房

.

b

賢

.



'

は
次
の
如
く
に
言
明
し
て
居
る
、『
最
初
八
時
間
勢
働
問
題
の
提
言
せ
ら
れ
た
る
時

に
ば
、
勢
働
時
間

の
短
縮
は
徒

に
勢
働
者
を
し
て
飲
酒
を
得
せ
し
む

る
に
過
ぎ
ぬ
ざ
考

へ
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
共
の
結
果
は
豫
想
外
で
あ

っ
た
、
北
部
英
国
の
或
地
方
に
於
て
は
二
十

一
年
以
上
、
叉
他

の
地
方

に
於
て
は
十
四
年
以
上
八
時
間
交
代
制
を

實
行
し
來

つ
沈
が
、
其
の
結
果
は
頗

る
良
好
な
る
も
の
が
あ
る
、
即
ち
今
や
勢
働
者
は
熱
時
の
飴
暇
を
利
用
し
て

魅
會
上
及
び
脛
濟
上
の
問
題
を
研
究
す
る
に
至
り
、
眞

の
意
味
に
於
て
市
民
た
る
の
資
格
を
備
ふ
る
に
至

っ
た
云

々

」

ビ

。

　

り

佛
國
に
於
て
も
入
時
間
交
代
制
の
採
用
は
同

一
の
敷
果
を
生
じ
、
帥
ち
従
来
の
十
二
時
間
交
代
制
に
比
較
す
る

時
は
、
生
産
費
を
増
加
せ
し
め
す
し
て
殆
ご
同

】
の
生
産
の
結
果
を
翠
ぐ
る
こ
冠
を
得
た
、
十
二
時
間
交
代
制
起

代

ふ
る
に
八
時
間
交
代
制
を
以
て

し
た
る
こ
ε
は
、
勢
働
者
の
牧
人

に
は
大
差
な
く
し
て
時
間

の
上
に
於
て
四
時

間
を
利
せ
し
む
る
こ
ご
㌧
な
り
、
從
來
は
夜
孚
に
疲
れ
果
て

}
交
代
せ
る
に
、
今
や
書
聞
叉
は
薄
暮
に
交
代
し
て

　

　

家
に
踊
る
こ
ε
を
得
る
所
よ
り
.
勢
働
者
の
疲
弊
を
威
す
る
程
度
に
著
き
相
違
が
認

め
れ
ら
花
、
凋
速

に
て
は
鑛

・

由
[・
製
鐵
及
ぴ
製
鋼
業
等
に
八
時
間
交
代
制
を
採
用
す

る
こ
ε
に
付
き
て
は
有
力
な
る
反
劃
が
あ
b
、
殊

に
製
鐵

及
び
製
鋼
業
に
此
の
制
度
を
採
用
す

る
時
は
、
更
に
約
六
萬
入
の
勢
働
者
を
塘
僻
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
ε
」
な

b
、
経
費

の
上
に
於
て
も
八
千
五
百
萬
馬
克
を
増
加
せ
し
め
、
從
て
製
品

一
顧
當
の
償
格
を
三
分
乃
至
四
分
騰
貴

せ
し
む
る
ε
云
ふ
計
算
を
さ

へ
示

し
て
反
射
し
た
、
故

に
勢
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
ε
は
凋
逸
に
於
て
は
兎
角
歓

迎
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

.

　

　

　

　

次

に
機
械

工
業
は

一
般

に
勢
働
時
間

を
延

長

せ
し
む

る
傾

向
を
有
す

る
も

の
で
あ

る
が
、

併

し

英

國

に

て
は

説

苑

入
時
間
労
働
制
の
沿
革
(二
・完
∀

・

第
十
三
巻

〔第
三
號

八
五
)

三
七
九

ユ)ConditionsinBritishh・onandSteelWorksII .SpeechofA.P.Walls
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・

、

説

苑

入
時
間
労
働
制
の
滑
革
〔二
・完
)

、

・

第
十
三
巻

(第
三
號

八
六
)

三
八
○

、φ
巴
8
己

毛
嚢
『

亀

宕
異
言
『
欝

コ
㊤
昏
..

工
場

に
於

け

る
實
駄
の
結
果

は
、
從
來

の
九

時
間

労
働

制
を
八
時
間

勢

働

制

に
改

め
た

る
矯
め

に
、
却

て
生

産
額
は
・増
加

し
勢

働
者

の
缺
勤

撒
は
減
少

し
た
巴
云

ふ
好
成
績

を
擧

げ
把

る

實
例

が
あ

る
、
叉
造
兵
廠

に
於

て
八
時
間

勢
働
制
を
貴

行
.し
だ

る
結

果
も
頗

る
頁
好

に
し
て
、
静
観
特
問

を
短
縮

じ

　

む

せ
る
が
短
め
に
、
更
に
多
く
の
勢
.働
者
を
使
僧
せ
ざ
る

ぺ
か
ら
ざ
る
が
如
き
必
要
は
毫
も
存

し
な
か

っ
た
、
佛
國

の

一
造
兵
廠
に
於
て
は

一
九
〇
三
年
九
月

}
日
よ
b
従
来
の
十
時
間
勢
働
制
に
代
ふ
る
に
八
時
間
勢
働
制
を
以
て

せ
し
が
、
翌

一
九
〇
四
年
六
月

一
日
に
更

に
之
を
九
時
間
勢
働
制
に
改

め
π
、
其
の
理
由
は
機
械

に
更

に
多
く
の

資
本
を
投
じ
て
之
が
改
頁
を
偶
す
に
非
季

ん
ば
、
現
状
の
儘
に
て
は
生
産
能
力
を
減
す
る
の
慮
れ
が
あ
っ
た
か
ら

.

　

　

で
あ

る
、
凋
逸

に
て
は

ク

ル
ソ
ブ
の
工
場

に
於
て
は

一
九

一
八
年
十
月

に
至
る
迄

は
、
荷
ほ
八
時
間
交
代
制

に
反

野

し
て
之
を
採
用

し
な

か

っ
た

が
、

エ
ナ

の

ッ
ア
イ

ス
工
場

に
於

て
は
八
時
間
勢
働
制

を
採

用

し
て
其

の
奴
果
を

牧
む

る

こ
ε
を
得

た
、

　
八
九

四
年

に
ジ
†
ー
ソ
・
リ
ー

(甘
7
二
月
露
.

に
依
り
て
紹
介

せ
ら

れ
た

る
八
時
間
聲
働

制

に
關
す

る
英
國

の
實
験

は
、

ツ
ァ
イ

ス

工
場
の
管
理

者

た
る

ア
ッ
ペ
氏

(胃
「塁
N
}
9
。
)
を
し
て
自
己

の
工
場

に
之
を
試
み

し
む

る
に
至

っ
た
、
併
し
氏

は
最

初
よ
り

直

ち
に
八
時
間
労
働

制
を
實
行

せ
ず

し
て
、十

二
時
間
勢
働

制
よ
b
徐

々
に
九
時
間

勢
働

制

に
改

め
、
相
當

の
敷
果

を
牧

め
得

る

こ
ご
を
確

め
た

る
後

一
九

〇
〇
年
以
後
八
時

つ

間
勢
働
制
を
採
用
せ
し
が
、
.其

の
結
果
に
付
き
て
民
は
次
の
如
き
こ
ε
を
公
に
湿
て
居
る
。

一
仕
事
携
の
標
準

に
は
何
等
の
差
異
な
く
し
て
、
然
か
も
其
の
牧
人
を
時
間
に
割
嘗
て
計
算
す

る
時
は
、
從
來
よ

b
も

一
割
六
分
二
厘
を
増
加
せ
る
こ
ざ
。
.

.

二
此
の
牧
入
の
増
加
は
老
年
及
び
少
年
工
に
就
き
て
も
大
差
な
き
こ
`
。

1)Dievolkswirtschaftliche

Arbeitstages.∫ena,Igo 、1・

Bedeut■1ng'derVerkuraungdesindustriellen

「



】⇒
牧
人
の
増
加
奉
は
精
巧
な
る
仕
事
に
従
事
す

る
看
よ
り
も

粗
雑
な
る
仕
事
に

徒
事
す

る
者
に
於
て
人
な
る
こ

蓬

。

四

生
庵

の
増

加
は
機
械

の
蓮
聴
力

を
穴
な

ら
し
む

る
こ
巴
に
因
り
て
不
知
不
識

の
間

に
達

せ
ら

る
㌧
こ
ε
。

く

ロ

盈
勢
働
時
間

の
延

長
に
件

ふ
生
産

の
減

少
は
全
く
勢

働
者

の
疲
凱

に
原
因
す

る

こ
ε
、

ア
ッ

ペ
氏
は

之
を
不

必
要

に
し
て
不
生
産

的
の
努

力

に
因

る
勢
働

能
力

の
浪

費

`
禰

し
、
之
が
防

止

に
全
力

を
注
が

ん
こ
し
た

の
で
あ

る
。

　

　

　

　

次
に
叉
近
惟
一の
工
業
中
景
も
重
要
な

る
地
位
を
青
む
る
も
の
＼

　
は
化
學

工
業
で
あ
る
が
、
該

工
業
は
共
の
性

質
上
多
く
の
危
陰
性
を
有
せ
る
所
よ
り
、
勢
働
時
限
を
短
縮
す
る
こ
ご
は
夫
れ
曜
け
危
険
率
を
減
少
せ
し
む
る
結

果
を
生
す
る
を
以
て
、
此
の
黙
よ
り
す

る
も
勢
特
を
短
縮
す

る
の
必
要
が
あ
る
、
然
る
に
實
礫
土
に
於
て
は
現
今

　

り

ε
錐
も
俗

ほ
化
學

工
業

に
十
時
間
勢
働
制

を
採

用
せ

る
も

の
が
少

く

ば

い
、
猫
逸

に
於

て
は
有
名

な

る

ル
ー
ド
ウ

イ
ソ
グ
ズ

ハ
ー
フ
エ

ソ
の

バ
ー
ゲ

ン
、

ア

=
リ

ン
及

曹
達

工
場
に
於
て
す

ら
、

一
九

一

一
年

一
.月

に
至
り

て
初

め

の

　

て
八
時
間

二
十
分
の
勢
働
制
を
探
.用
せ
る
が
如
き
有
様
で
あ
る
、
英
国
の
化
學
工
業
は
寧

ろ
数
量
本
位
で
あ
り
、

り

の

瑞
西
の
化
畢
工
業
は
品
質
本
位
で
あ
る
ε
構
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
併
し
是
等
の
両
国

に
於
て
は
他
国
に
率
先
し
て

勢
働
時
間

を
短
縮

し
た
、
例

へ
ば
英
国

に
於
け

る
著

名

の
化
學

工
業
會
砒

(∩
冨

二
2
月
9
…

け
即
∩
。
・』

ロ.門。
。屯
、の
・

≦
亀
8
日
。
即

∩
9

し6
≡

旨
臼

冒
o
邑
、
僻

∩
o
・
等
)
は

何
れ
も
八
時
間
交
代

制
を
貴

行

し

つ
、
め

る
も
、
其

の
生
産

上

に
現
は

れ
た

る
結
果

は
光
琳
間

勢
働
制

の
場
合

ご
大

差
な

き
こ
ξ
が
讃

明
せ
ら
れ
だ
、

一
八
九

五
年
二
月

に
ブ

ル
ソ
ネ

ル
、
モ
.ソ
ド
會
肚

は
入
時
間
交

代
制

の
結

果

に
聞
す

る
報
告

を
公
に
せ

し
が

、其

の
内

に
も
勢
働
時
間

の
短

縮

に
よ
り
勢
働
者

は
蒼
白
其

の
事
務

に
樋

清
す

る
結

果

、
生
産

物

の

一
顧

當

の
勢
力
費
は
年

々
減

少
し

つ
》
あ

る

説

苑

入
時
間
勢
働
制
の
沿
革
(二
・完
)

第
十
三
巻

(第
三
號

八
七
)

三
八

一

'

「.



説

苑

入
時
間
勢
働
制
の
沿
革
(
二
・
完
)

第
十

三
巻

(第
三
號

八
八
)

二
八
二

,

の

コ

こ
ε
を
示
し
て
居
る
。
瑞
西

の
化
學
工
業
は
バ
ー
ゼ
ア
に
集
中
せ
ら
れ
、

一
八
九
七
年
頃

に
至
る
迄
は
勢
働
聴
聞

は
九
時
間
乃
至
九
時
間
孚
な
り
し
が
、
勢
働
組
合

の
要
求
に
因
り
最
初
は
八
時
間
孚
騨
働
に
改
め
ら
れ
し
も
、

一

九
〇
六
年
に
更

に
八
時
間
勢
働
制
を
要
求
し
て
之
を
實
行
せ
し
む
る
こ
ε
Σ
な

っ
た
、
其
の
結
果
化
學
工
業
に
從

嘉
す
る
勢
働
者
の
敷
は
著
く
増
加
し
、
.一
丸
〇
〇
年
頃

に
は

一
千
三
百
人
醗
な
り
し
に

一
九

一
〇
年
に
は

【
千
九

百
人
鹸
に
達
し
π
、
八
時
間
勢
働
制
は
最
初
は
大
工
場
の
み

に
貴
行
せ
ら
れ
た
る
も
、
其
の
結
果
の
夏
野
な
り
し

ょ
り
後
に
は

一
般
に
採
用
せ
ら
る

、
こ
ε
＼
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

ゆ

　

　

り

む

織
物
工
業
に
付
き
て
は
深
淵
以
外
に
於
て
は
八
聴
聞
弊
働
制
は
未
だ
廣
く
採
用
せ
ら

る
＼
に
至
ら

膿
、
英
国
・

　

り

　

　

米
国
及
び
諾
威
等
に
て
は
九
時
間
勢
動
を
、
其
他

の
國

に
て
は
十
時
間
勢
働
を
さ

へ
爲
さ
し
め
つ
～
あ
る
所
が
あ

　
　
り

　

る
、
墺
太
利
に
て
は

レ
ソ
ト
ヴ
イ
ッ
ツ
の

[
レ
ー
ス
工
場

に
於
て
今
よ
り
殆
ご
三
十
年
前

に
八
時
間
勢
働
制
を
採

用
せ
し
も
、
其
結
果
は
豫
期

の
如
く
な
ら
ざ
り
し
よ
り
敷
布
後

に
再
び
九
時
間
勢
働
制

に
改
め
た
、
散
に
労
働
時

間
の
黙
よ
り
論
ず

る
時
は
、
織
物
工
業
は
他
の
工
業
よ
り
も
後
れ
て
居
る
ε
言
ひ
揚

る
、
併

し
將
來
生
産
力
注
及

び
技
術
の
進
ル
に
俘

ひ
、
勢
働
時
間
を
短
縮
す
る
も
術
ほ
其
の
生
産
額
を
減
少

せ
し
む
る
が
如
き
こ
ε
な
き
時
期

の
来
る
べ
き
は
想
像
す

る
に
難
く
な

い
。
,

　

　

　

コ

　

食
料
品

工
業
に
於
て
は
定
時
外
勢
働
は
贋
く
行
は
れ
、
殊

に
其

の
原
料
の
腐
敗
損
傷
等
の
震
れ
あ
る
場
合

に
は

　

　

　

り

り

り

り

定
時
外
の
勢
働
を
許
す

べ
き
正
常
の
理
由
が
あ
る
、
佛
國
・
猫
逸
及
び
墺
太
利
等
に
於
け
る
最
も
重
要
な

る
食
料

品
工
業
の

一
は
製
糖
業
で
あ
お
が
、
該
工
業
に
八
時
間
勢
働
制
を
實
行
ず
る
の
可
否

に
付
き
て
は
従
来
當
業
者
間

に
議
論
の
存
す
る
所
で
φ
る
、
八
時
開
制
を
貴
行
す

べ
し
ε
の
論
者
の
説

に
撮
れ
ば
、
勢
働
時
間

の
短
縮
ば
勢
働

者

に
謝
し
て
有
利
の
結
果
を
齎
す

べ
き
は
勿
論
、
假
令
之
が
爲
め

し
一
時
生
産
額
の
減
少
、
生
産
費

の
増
加
等
の

現
象
表
は
る
}
ビ
も
、
是
等
の
事
情
は
久
し
か
ら
す

し
て
螢
働
能
率
の
増
進

に
依
h
て
償
は
れ
得

べ
き
を
以
て
、

「



結

局
業
主

に
ε
り
て
も
亦
有

利

の
結
果

を
齎
す

も

の

で
あ

る
ε
云
ふ
に
在

る
。

　

　

コ

　

　

　

コ

交
通
運
輸
業
殊
に
鐵
道
業
に
閲
し
て
は
各
国
の
實
呪
は
歴

々
で
め
る
。
瑞
西
に
て
は

一
八
九
〇
年
に

一
日
の
勢

働
時
間
を
十
二
時
間

ご
な
し
π
る
も
、
爾
來
運
輸
事
務
の
増
加
ε
共
に

一
日
の
勢
働
聴
聞
を
八
時
間
ε
な

さ
ん
ご

　

む

す

る
連
動
起
り
、
該
運
動
は
次
第
に
國
際
的
の
性
質
を
帯
ぶ
る
に
至
り
し
が
、
米
國

に
於
て
初

め
て
此
の
問
題
を

解
決
し
て
、
鐵
道
従
業
者

に
八
時
間
労
働
制
を
實
行

せ
る
は
實

に

一
九
二

七
年
の
こ
ズ
「で
あ
る
、
一
九

二

八
年
に
於

け
る
米
國
餓
道
徳
業
者
の
鱒
働
時
間
の
短
縮
に
關
す

る

一
大
運
動
は
、
大
統
領
ウ
ヰ
〃
ソ
ソ
氏
を
し
て
鐵
道
業
者

及
び
其
の
使
傭
人
中
よ
り
各
代
表
者
を
選
出
せ
し
め
、
是
等
の
代
表
者
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
召
集
し
て
會
議
を
開
き
、

其
の
結
果
を
上
院
に
報
告
す

る
ε
共
に
自
ら
も
亦
八
聴
聞
勢
働
法
の
必
要
を
提
案
す

る
に
至

っ
た
、
此
く
し
て
此

の
法
律
即
ち
ア
ダ
.ム
ソ
ソ
條
例

(〉
量
目
ω8

>
3

は

　
九

一
六
年
九
月
五
日
に
議
會
を
通
過
し
、
.
一
九

　
七
年

一
月

}
日
よ
り
實
施
せ
ら
る
玉
こ
ε
＼
な

っ
た
の
で
あ
る
。

八
時
間
勢
働
制
の
沿
革
は
天
界
以
上
述

べ
た
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
今
日
に
至
る
迄
の
各
国
の
實
験

に
照
し
て

該
「制
慶
を
考
察
す
る
時
は
次
の
結
論
に
到
達
す

る
の
で
あ
る
。

↑
勢
働
時
間

の
短
縮
は
勢
働
者
の
能
率
上
よ
b
論
ず
る
ち
馬
亦
之
が
産
業
組
織

の
上
に
及
ぼ
す
諸
般
の
影
響
よ
り

考
ふ
を
も
、
漸
進
主
義
を
可
ピ
し
急
進
主
義
を
否
ε
す

る
こ
ご
は
各
国

の
實
験
の
示
す
所
で
あ
っ
て
、
例

へ
ば

十
時
間
勢
働
制

よ
り
九
聴
聞
勢
働
制
に
、
九
聴
聞
騨
働
制
よ
り
八
時
間
勢
働
制
に
進
む
ざ
云
ふ
が
如
一
に
漸
進

的
の
短
縮
主
義
を
探

る
を
最
も
【良
策
こ
す
る
こ
ざ
。

に
各
国
の
賢
駿

の
示
す
所
に
櫨
.れ
ば
、
八
時
間
勢
働
制
の
從
凍

の
長
時
間

の
勢
働
に
比
し
て
生
産
上
に
優
頁
な
る

結
果
を
齎
す
や
否
や
は
、
少
く
ε
も
三
箇
月
以
上
の
猶
豫
期
間
を
奥

へ
て
其
の
成
績
を
比
較
す
る
に
罪
す

ん
ば
.

説
.
苑

八
時
間
労
働
制
の
滑
革
(二
。完
)

、

第
十
三
巻

〔第
三
號

八
九
)

三
入
三

一一一

.



説

苑

入
時
間
労
働
制

の
輩

三

・
完
)

」

、

第
+
三
巻

(第
三
號

九
。
)

三
八
四

不
充

分
な
る
こ
ご
。

∋
機
械

工
業
に
於
て
は
勢
働
時
間

の
短
縮
ε
共

起
機
械
の
運
韓
力
を
大
な
ら
し
め
、
技
術
及
び
作
業
の
按
排
を

}

暦
系
統
的
な
ら
し
む
る
こ
ご
に
依
り
て
勢
働
能
率

の
増
進
を
計

る
こ
ξ
に
注
意
す

べ
き
こ
ε
。

四
此
の
如
く
に
し
て
勢
働
時
間
を
短
縮
す

る
も
、
之
が
爲
め
に
其

の
生
産
能
率
を
害
せ
ら
る
㌧
が
如
き
こ
ε
な
き

時
は
、
生
産
物
の
慣
幣
の
騰
貴
及
び
更
に
多
く
の
勢
働
者
を
使
偏
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
よ
り
維
費
の
膨
脹
を
来

す
が
如
き
こ
ピ
は
、
最
初
よ
り
問
題
ε
.な
ら
ざ
る
こ
ε
。
.

,

鋤
勢
働
時
間

の
短
縮
は
補
習
激
育
を
受
け
し
む
る
必
要
あ
る
少
年
勢
働
者
に
は
殊
に
便
益
を
威
せ
し
め
、
叉
女
子

勢
働
者

に
は
之
が
矯
め
に
家
政
を
庭
理
し
、
育
児

の
鯨
暇
を
得
、
從
て
現
今
各
国
に
於
け
る
重
大
問
題

の

一
た
.

.

る
幼
児

の
死
亡
率
を
減
少
せ
し
む
る
こ
ご
を
得
る
等
の
利
益
を
與

へ
、
…
:
…
・此

の
黙
は
殊
に
幼
児

の
死
亡
率

の
人
な
る
我
が
國
の
如
き
に
於
て
は
、
實
際

問
題
ε
し
て
愼
重
な
る
考
慮
を
要
す

る
事
柄
で
あ
る
.
・…
.・
、
.成

年
男
子
の
勢
働
者

に
ざ
り
て
は
、
身
膿

の
鍛
錬
及
精
神
の
修
養

に
時
を
與
.へ
、
善
良
な
る
市
民
ご
し
國
氏
ε
し

て
今
日
よ
り
も
更

に
大
な
る
活
動
を
爲
さ
し
む
る
こ
ε
が
出
來

る
の
で
あ
る
。

以
上
要
述
せ
る
が
和
ぎ
理
由
に
基
き
、
八
時
間
勢
働
制
の
問
題
は
國
除
勢
働
會
議

に
於
て
も
最
も
重
大
な
る
問

題
の

一
ご
し
て
討
議

せ
ら
れ
泥
鐸
で
此
っ
て
、
世
界
の
雫
和
ぜ
人
類
の
平
編
の
爲
め
に
は
何
人
も
此
の
問
題
を
眞

面
目

に
攻
究
し
て
事
情

の
許
す
限
り
成

る
べ
く
其
の
目
的
を
貫
徹
せ
し
む
る
よ
う
協
力
せ
ね
ば
な
ら
漁
、
而
し
て

之
が
實
行

の
順
序
ε
し
℃
は
漸
進
主
義
に
依
り
て
最
初
は

一
日
の
勢
働
時
間
を
九
時
間
内
外
に
短
縮
し

次
に
原

則
ε
し
て
は
八
時
間
聲
働
制
を
探

る
も
通
當
の
制
限
の
下
に
多
少
定
時
外
の
勢
働
を
許
す

こ
ε
＼
し
、
最
後
に
厳

密
な
る
意
義
に
於
け
る
八
聴
聞
勢
働
制
を
蟹
行
し
て
非
常
特
別
の
事
情

の
存
せ
ざ
る
限
り
は
、
定
時
外
の
勢
働
を

一
切
許
さ
ゴ
る
方
針
を
探

る
こ
ξ
が
、
理
論
に
も
叶
ひ
文
責
礫
土
に
於
て
も
最
も
可
能
的
な
る
問
題
の
解
決
方
法
.

で
あ
る
ご
考

へ
る
。

,

」

、

.


